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人の心理・動きへの理解力、 
組織の能力を引き出す 
コミュニケーション力。

実際の現場における与件、 
さまざまな対立などを踏まえ、 
成果につなげる具体案を 
練り出す戦略的思考力。

自らの信念に基づき主体的に 
行動し、成果が結実するまで 
やりぬく意思・力。

当社の事業領域に関し幅広い 
実務能力のほか、財務、企業価値 
分析などの経営分析力、 
社会環境変化への洞察力などを 
あわせ持つ多角的能力。

野村不動産グループでは、ステークホルダーから信頼され、持続的に発展していくためには、 
事業の担い手である社員の成長が不可欠であると考えています。 
グループ社員が互いの多様な価値観を認め合い、個々の能力を最大限に発揮するために、 
働きやすい職場環境の整備や健康管理体制の充実、および人材育成を行っています。

社員とともに

  人材育成とダイバー
シティマネジメント

 
人材育成に関する基本計画
野村不動産では、グローバル化・少

子高齢化などの社会構造の変化や、複
雑化・高度化する不動産ビジネスに機
敏に対応するためには、高い専門性と
実行力を備え、広い視野で行動できる
人材を育成することが重要と考えてい
ます。こうした考えのもと、「人材育成
に関する基本計画」を策定し、配置転換
や研修などの基本方針を定めました。
また、野村不動産グループ各社にお

いても、階層別研修や実務研修、資格
取得援助などを実施し、計画的な人材
育成を行っています。

能力開発プログラム（YCDI） 
の推進
野村不動産と野村不動産アーバン

ネットでは、ステークホルダーから信頼
される企業となるためには、社員一人
ひとりが高い専門性を具備した「プロ
フェッショナル」であるべきとの考えの
もと、能力開発プログラム「YCDI（＝

You can do it）」プログラムを推進して
います。

このプログラムでは、宅地建物取引主
任者、不動産鑑定士などの不動産に関
する専門資格の取得のみならず、広く社
会人として必要な能力を身につけること
を目的とした語学・財務・法務講座など、
各種プログラムを提供しています。

「ダイナモキャンプ」および
「育メン講座」の実施
野村不動産住宅カンパニーでは、ダ

イバーシティマネジメントへの取り組み
と次世代リーダーの育成を目的として、
「ダイナモキャンプ」を実施しています。
若手から中堅まで、さまざまな職種・

職域の社員が集まり、有識者による講
演の聴講や、同業他社・他業種企業へ
のヒアリングなどを通して、見識を広げ
る活動を行っています。
また、この「ダイナモキャンプ」の一
環として、2011年6月、「育メン講座」
を開催しました。この講座は、社員が家
事体験などを通じて、お客さまとのコ
ミュニケーション能力や商品企画力の
向上を図るとともに、ワークライフバラ
ンス意識を高めてもらうことを目的とし
ています。今回の講座では、東京ガス
（株）にご協力をいただき、調理実習や
子育てに関する講演会を実施し、約30

名の社員が参加しました。

【野村不動産が目指す人材】

若手男性社員が、20分で4品目をスピード料理

【具体的施策】

① 人材育成を目的とした定期異動の実施
②  若手社員の計画的配置による社会人基礎力の早期強化
（社会人基礎力：職場や社会の中で多くの人々と接触しながら仕事をしていくために必要な能力）

③経営層の育成
④  階層別研修、選抜型研修、能力開発プログラム（YCDI）など、 
   研修プログラムの充実  ※YCDIについては、上記参照
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イントラ版社内報「@Bridge」
を開設
野村不動産は、2010年7月、情報共有

のスピード化と社員同士のコミュニケー
ション強化を目的に、社内報『Bridge』
を、イントラネット上で発信する「@

Bridge」としてリニューアルしました。
「@Bridge」は週に2回以上更新さ
れ、事業の経緯や担当社員へのインタ
ビュー、若手社員の仕事紹介や社員の
プライベートレポートなど、幅広い内容
を発信しています。
このように、社内コミュニケーション
の促進を図り、組織の活性化に取り組
んでいます。

多様な人材の雇用
野村不動産グループでは、多様な人

材が互いの価値観を認め合い、組織力
を高めることが、企業価値の向上につ
ながると考え、障がい者やシニアの
方々の採用を行っています。

2011年3月末現在、障がい者の雇用
数は83人、障がい者雇用率は1.67%と
なっており、今後も採用活動を継続的に
推進するとともに、障がい者が働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいきます。

また、野村リビングサポートでは、住
まいるサポーター（管理員）などとして、
シニアの方々を1,800名（2011年4月
末現在）雇用しています。

  ワークライフバランス

育児・介護の支援
野村不動産グループでは、社員一人

ひとりが最適な働き方を選択し能力を
発揮できる職場づくりを推進するため、
育児休業制度や育児短時間勤務制度、
介護休業制度を設けています。また、こ
れらの制度を利用する方法をイントラ
ネット上において周知するとともに、取
得しやすい職場環境を整備しています。
例えば、野村不動産と野村リビングサ

ポートでは、子どもが満3歳に達するま
での育児休業制度、小学校に就学する
までの育児短時間勤務制度を整備し、
育児のため就業を断念することがない
ような環境づくりを行っています。
今後は男性の育児休業の取得を促進

するなど、グループ社員への積極的な周
知と活用の促進に取り組んでいきます。

介護休業取得者数
（人）

2008年度 2009年度 2010年度

1 0 1

過重労働の防止
野村不動産グループでは、社員の過

重労働を防止・抑制するためのさまざ
まな取り組みを行っています。

具体的施策として、野村不動産では、
バースデー休暇、リフレッシュ休暇の
導入による有給休暇の取得促進、およ
びノー残業デーの実施やパソコンの利
用時間制限による労働時間の短縮に努
めています。
また、「1ヵ月当たりの労働時間が一定
時間を超過した社員」については、「疲労
蓄積自己診断チェックリスト」の提出、所
属長においては「業務改善計画書」の提
出を求めるとともに、本人、所属長、人
事部との三者面談を実施しています。
さらに、「労働時間を著しく超過した
社員」については、産業医との面談を行
い、必要に応じ臨時の健康診断を実施
するなど、健康管理体制の充実を図っ
ています。

 
健康管理の充実
野村不動産グループでは、「野村不動

産グループ行動規範」に「健康的で安全
かつ働きやすい職場環境を維持するよ
う努めます。」と定めており、グループ各
社は行動規範に基づき、安全で働きや
すい職場環境の整備に努めるとともに、
労働災害の防止、身体と心の健康管理
や職場環境の整備に努めています。
具体的施策として、グループ各社にお

いて人間ドックや健康診断を実施するほ
か、「体と心の健康テレホン」や「健康相
談室」を設置するなど、メンタルヘルス
対策にも積極的に取り組んでいます。

イントラネット版社内報「@Bridge」
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